
 

■申込期間 

柏崎市文化会館アルフォーレでは市民の皆さんの芸術文化活動の成果発表の場 

また、身近に芸術文化に触れる場として、柏崎の新たな地域文化の創造発信を目的とするため 

市民文化活動支援事業を実施します。対象者(団体)には、会場提供の支援をします。 

■事業実施日 2025年  4 月 11日 ( 金 ) ～ 5 月 11日 ( 日 )  の期間中で会場が空いている日時 

2024年 11月 6 日 ( 水 ) ～ 11月 13日 ( 水 )  

柏崎市内に活動拠点を置く団体等  

該当時期に大ホール及びマルチホールで本番利用として開催する事業で 
 当事業の趣旨に沿い、広く一般市民に公開されること 

●営利やチャリティーを主な目的として開催するもの  

●特定の政党や宗教に関するもの  

●事業の鑑賞者が実施団体の構成員や  

  その関係者に限られるもの  

●学校教育の活動（学校行事、部活動など）や  

  音楽教室等の発表会に関するもの  

●学術的な会合や学会に類するもの  

●天災等（感染症含む）の不可抗力時において、  

  国および自治体の方針による市民生活を守る  

  ためアルフォーレから開催中止、使用制限等の  

  指示や自粛要請が出た場合、参加団体は真摯に  

  受け止めて従い、協力する。  

●上記の理由により開催中止、利用制限による  

  損失については、アルフォーレは補償しない。  

施設利用料免除  準備・本番を含めて大ホール、マルチホール等（楽屋、練習室、会議室等含む）の 

              施設利用料を連続3日まで免除                        

申込期間内に申し込みをされた事業が対象 （申込期間外は対象外） 
   ※通常の貸館手続きにより日程を確保しキャンセルした場合でも、支援事業に振り替えることはできません 

決定した事業は、実施に際して各団体が作成するチラシ・ポスター・プログラム等に  

   柏崎市文化会館アルフォーレ 「市民文化活動支援事業」  を必ず明記してください。 
 

各団体が作成する印刷物は校正段階で確認させていただきます。  
     必ず校了前に確認の連絡  をお願いいたします。 

 
申し込み 
 

受付期間中に所定の★申込書を 

提出してください 

 
 事業の決定 
 

 受付後、審査の上、事業を決定し 
 後日郵送で通知します 

  事業実施・ 

 事業の実績報告 
 

事業完了報告書を事業完了後 
２週間以内に提出してください 

★申込書、施設利用申込書、減免申請書を 

 提出してください。 (HPからダウンロードもできます) 

※事業完了報告書には、作成した印刷物 
  （チラシ・プログラム等）を添付してください。 

柏崎市文化会館アルフォーレ 「市民文化活動支援事業」 募集要項 

■支援内容 

■対象 

■印刷物作成 
   の注意点 

■申込の流れ 

ジャンル 音楽、舞踊、演劇、伝統芸能、美術  など  

柏崎市文化会館アルフォーレ    〒945-0054 柏崎市日石町４番３２号 

（公益財団法人かしわざき振興財団）    TEL.0257-21-0010    
  https://www.artforet.jp        9:00～19:00 [火曜休館・祝日の場合翌平日]   

申込先 
お問合せ 

【注意事項】  【対象外とする場合】  

申込できるのは期間内に1団体１回が対象 （複数申し込みは対象外）  

  ※利用時間超過分及び附属設備利用料は支援対象外      
 ※共催事業ではありませんので、受付・舞台の技術対応は貸館と同様となります。 

 ※開催希望日は受付先着順とし、空き日がなくなり次第、申込期間内であっても受付を終了します 

 ※申込初日は午後1時から、最終日は午後7時までの受付となります 

 ※申込初日開始時において、開催希望日が重複した場合は、 調整をさせていただきます 

他の助成金事業などに参加（申請）していない事業  

令和７年度 


